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新規指定介護保険事業者を対象とした研修会を下表のとおり開催します。

現在、滞りなく介護保険請求をされている事業所においても、担当者が代わられた場合などには、この機

会にご参加ください。

本会からは介護給付費等の請求をするうえでの基本的事項についての説明、県介護支援課からは新規指定

事業者向けの説明を行います。サービス種類別の詳細な説明は行いませんのでご承知おきください。

なお、参加を希望される事業者は資料等を事前に送付する関係上、1 週間前までに事業所番号、事業所

名、参加者名をＦＡＸ（026-238-1581）にてご報告ください。

※『信濃の介護保険 No.209』の訂正

先月送付いたしました『信濃の介護保険 No.209』の令和５年７月 25 日開催の時間に誤りがありました。

正しくは今回通知の時間のとおり【午後 1 時 00 分～4 時 00 分】となります。

ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。

※松本市役所での開催に際して、当日は『来庁者駐車場』に駐車いただき、駐車券を会場までお持ちください。

本会に提出した当月分の請求を取り下げる際にご利用いただいております、標記申請書の様式を変更いたし

ました。変更後の様式については本会ホームページから取得可能ですが、必要な場合は FAX にて送信いたし

ますのでご連絡ください。

また、本申請書に記載の「注意点」の内容についても追加事項がありますのであわせてご確認ください。

介護給付費等の請求については毎月10日必着でいただいているところですが、令和５年８月は11日（金）

～13 日（日）が休日となり自治会館は閉館となりますので、10 日の業務終了後に届いた請求についての本

会での受付確認は 14 日（月）となります。

事業所側で 10 日以降に発覚した請求もれや、差替え等に係る本会での対応は 14 日（月）以降となりま

す。また、盆休等で事業所のご担当者が不在の場合は 8 月請求分の受付及び差替えができかねることもあり

ますので、ご注意ください。

なお、介護給付費等の請求は土日・祝日関係なく毎月 10 日（必着）ですので上記日程にかかわらず締切厳

守でお願いいたします。

開催日 開催場所または開催方法 時間

令和５年７月 25 日（火） 松本市役所東庁舎４F（第二委員会室） 午後１時 00 分～4 時 00 分

令和５年８月 28 日（月） Web 会議システム（Webex）による 午後１時 30 分～4 時 30 分

1 新規指定介護保険事業者研修会について

3 令和５年８月請求の日程について

2 希望返戻（取下げ依頼）申請書の様式変更について
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標記に関するお問い合わせについて Q&A にてお示ししますのでご参考にしてください。

質問 回答

1 インターネット請求に切り替えるには

何をするべきか？

本会ホームページ掲載の「介護給付費等の請求方法変更届」

または、本会へご連絡いただいた事業所へ送付する「介護給

付費等の請求及び受領に関する届」を本会へ郵送でご提出く

ださい。各届を本会で受領・登録後、郵送にて「電子請求登

録結果に関するお知らせ」送付いたします。

2 インターネット請求へ移行するにあた

り手順書等はないか？

「電子請求受付システム操作マニュアル」等は電子請求受付

システムからダウンロード可能です。

なお、当該システムのトップページのお知らせ一覧にはイン

ターネット請求に向けた移行作業手順書が掲示されており、

事業所の請求方法に対応した手順書が取得できますので参

考にしてください。

3 同一事業者で複数の事業所を運営して

いるが、電子証明書を事業所ごとに取

得する必要があるのか？

13,200 円×事業所数になるのか？

複数事業所の請求を一か所からまとめて請求しているので

あれば法人等の代表者を代理人として申請登録することに

よって 1 事業所分の電子証明書で代理請求を行うことがで

きます。

4 電子請求受付システムでパスワードの

有効期限が切れるという警告がでてい

るが変更せずに続行のままで問題ない

か？

有効期限までは現在のパスワードのまま電子請求受付シス

テムを利用できますが、有効期限を過ぎるとログインできな

くなりますので、パスワードの変更が必要です。

なお、パスワードの有効期限が切れていた場合、ログインす

る際に警告画面でパスワード変更をクリックし、パスワー

ドを変更してください。

5 電子請求受付システムのログインパス

ワードを失念してしまったがどうした

らいいか？

ログインパスワードについては本会から送付した「電子請求

登録結果に関するお知らせ」に記載されている仮パスワード

を各事業所で変更しているため本会で把握しておりません。

ログインパスワードを初期化する必要があるため本会へご

連絡いただき、再発行の処理を行います。

なお、再発行分も郵送となりますのでご承知おきください。

6 電子証明書を事業所で取得し請求を行

っているが電子証明書の有効期間はど

のくらいなのか？

電子証明書の有効期間は発行日から３年間です。

有効期間を過ぎた電子証明書でも有効終了年月日より過去

のサービス提供年月の請求であれば送信できますが、有効終

了年月日より未来のサービス提供年月の請求は送信できま

せんので必ず電子証明書の更新を行ってください。

7 電子証明書のダウンロード・インスト

ールを実施後にパソコンの故障が発生

等によりパソコンの買換えを行った場

合、電子証明書をダウンロードするこ

とは可能か？

可能です。

なお、ダウンロードには前回インストールした際に使用し

た証明書発行用パスワードが必要となりますので紛失等さ

れないようご注意ください。

8 パソコンを変更したので電子証明書を

再度インストールしたいのだが「電子

請求登録結果に関するお知らせ」を紛

失してしまい証明書発行用パスワード

がわからない。どうしたらいいか？

証明書発行用パスワードは本会で把握しておりませんので

電子請求受付システムで再発行します。

ただし、再発行により新たに電子証明書を発行した場合、前

回の電子証明書と異なる電子証明書が発行されるため、再度

発行手数料（介護：13,200 円/介護・障害共通：13,900

円）がかかりますので予めご了承ください。

4 インターネット請求（電子請求受付システム）について

令和５年７月審査分の支払日は８月 30 日（水）、令和５年８月審査分の締め切りは８月 10 日（木）です。

７月審査分の返戻通知等の送信日は８月１日（火）夕方、発送日は８月２日（水）を予定しております。


